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　市の関係各課で構成された庁内策定委員会を中心に、これまでの
取り組みの検証を行います。
　また、今回実施したアンケートの結果や、国や道が策定している食育
計画の重点事項などを踏まえ、新たな計画の方針、施策を検討しま
す。この他に、食育に関係する各種団体との意見交換や、パブリック
コメント（市民意見提出制度）の手続きを経て、令和５年３月に第４
次計画を策定する予定です。

第４次計画策定に向けた今後の取り組み

　第３次計画期間が終了するため、市民の食育の実践度
などを把握し、第４次計画（令和５～９年度）策定の基礎
資料とするため、食育アンケートを実施しました。（図）

対象・回答数
　❶20歳以上の市民　　 453人
　　（市民1000人に対して郵送および市公式フェイスブック・ツイッター
　　からアンケート協力を呼びかけ、ウェブ回答により回収）
　❷市内全小学６年生・中学３年生　　2413人
実施期間
　令和３年11月15日～12月17日

　食育とは、「食」への関心を高め、正しい知識と「食」を選択する
力を身に付け、健全な食生活を実践できる人を育てることです。
　国は、平成17年に食育基本法を制定し、翌年３月に食育推進基本
計画を策定しました。
　これを受け、帯広市でも平成19年に帯広市食育推進計画（平成19
～23年度）を策定し、現在は第３次帯広市食育推進計画（平成29～
令和４年度）の最終年度を迎えています。計画では、すべての市民が
生涯にわたって「食」に関心を持ち、健全な「身体」と豊かな「心」を
育み、食の魅力があふれる元気な「地域」を目指すことを基本理念に
掲げ、その実現に向けて、食育を推進してきました。

・関係団体と連携し、さまざまなイベントにおいて食育に関するPR
活動の実施

・生産者と消費者をつなぐ直売所の開催
・小・中学校で十勝・帯広の新鮮で安心な食材を使ったふるさと給食の実施
・市民の食育活動に対し、食に関する知見や技術を持つ講師を派遣す

る食育推進サポーター事業の運用　　　　　　　　　　　　　など

　市では、食育活動の推進にご協力いただける個人・団体を募集して
います。
　食育推進サポーターの役割を理解し、ご協力いただける人は、サポ
ーターへの登録をお願いします。サポーターの食育活動は、市ホーム
ページやＳＮＳなどで紹介しています。
　登録を希望する場合は、農政課へ問い
合わせください。

▼食育推進サポーター取組事例

十勝ファーマーズマーケット2022　十勝産の新鮮な朝採り野菜や加工品、十勝産食材を使用した飲食物などを出品。　日７月９日㈯、23日㈯、８月６日㈯、
27日㈯、９月10日㈯、24日㈯、いずれも９時～14時　場緑ヶ丘公園（緑ケ丘２）　問農政課（☎59・2323）　市ホームページID．1005659

第４次帯広市食育推進計画策定に向けて

農政課（川西町基線61、農業技術センター内、☎59・2323）問い合わせ

　第３次帯広市食育推進計画に基づく「食育」の推進に向けた取り組みの効果を検証し、第４次計画策定の基礎資料とするため、
市民の皆さんに食育アンケートを実施しました。

▲食育推進サポーターによる
　いも団子作りの様子

▲食育推進サポーターによる
　豆腐についての授業の様子

　「食の大切さを子供に知ってほしい」「栄養相談に乗ってほしい」
など、食に関して学んでみたいと
考えている人は、食育推進サポー
ターを活用してください。費用は
交通費や材料費などの実費を除い
て、原則無料です。
　申し込み方法など詳細は、市
ホームページを確認するか、農政
課へ問い合わせください。

▼食育推進サポーター

アンケートの概要

図　食育アンケートの結果 グラフの
凡例
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市ホームページID．1005651

食育推進サポーターを募集

市ホームページID．1007107

② 野菜を１日３回食べる市民の割合

③ 牛乳・乳製品を週５日以上摂る市民の割合 ④ 食事を家族などと一緒に食べる児童・生徒の割合

⑤ 食育に関心を持っている市民の割合 ⑥ 地元の農畜産物をよく使う市民の割合

① 朝食を欠食する市民の割合

食育のサポート食 ト

食育推進サポーター事業の流れ
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令和３年度食育アンケート調査結果帯広市での食育の推進


